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－№15059（2026.6.4） 

 
 

酒税の税率改正に伴う、 

酒類の一部商品の価格改定について 

 

サントリー（株）は、２０２６年１０月１日（木）に施行される酒税の税率改正

に伴い、国内で販売するビール、新ジャンル、ＲＴＤ（発泡性・非発泡性）、スピ

リッツ・リキュール、ワイン（発泡性）を対象に、生産者価格を改定します。 
 
 

― 記 ― 
 

▼実施日 

２０２６年１０月１日（木） 
 

▼価格改定を実施する主な対象ブランド 

カテゴリー 酒税の税率改正 ブランド 

ビール 
１キロリットルあたり２６,０００円の

減税 

「ザ・プレミアム・モルツ」「サントリー

生ビール」など 

新ジャンル 
１キロリットルあたり２０,７５０円の

増税 
「金麦」「ジョッキ生」など 

ＲＴＤ 

（発泡性） 

１キロリットルあたり２０,０００円の

増税 
「－１９６」、「こだわり酒場」など 

ＲＴＤ 

（非発泡性） 

１キロリットルあたりアルコール度数

９％未満は２０,０００円の増税 

「茉莉花〈ジャスミン茶割・ＪＪ〉缶」

など 

スピリッツ・ 

リキュール 

１キロリットルあたり２０,０００円の

増税 
「梅酒にしませんか」 

ワイン 

（発泡性） 

１キロリットルあたり２０,０００円の

増税 

「酸化防止剤無添加※のおいしいワイン。

スパークリング」 

「アンジュエール」など 

※「酸化防止剤無添加のおいしいワイン。」 

ブランドは酸化防止剤（亜硫酸塩）を添加せずに

製造しています 
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▽本件に関するお客様からの問い合わせ先 

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/ 

 

 

 

以  上 


